
令和元年第１２回定例会会議録要旨 
 

 

◆開催日時  令和元年１２月２５日（水） 午後３時００分開会 

 

◆開催場所  国富町農村環境改善センター Ｃ会議室 

 

◆出席委員   豊田畩光  二上由美  海老原千浩  山本憲一  陶山光秀 

 

◆欠席委員   なし 

 

◆出席職員（事務局）  大矢雄二  松岡徳  福嶋英人  日髙健一郎  中武瞳 

 

◆会議録署名委員指名  二上由美 

 

◆議  案  議案第３１号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係教育委員会規則の整備に関する規則について 

       議案第３２号 令和元年度準要保護児童生徒の追加認定について 

 

◆教育長報告要旨（１２月１日～１２月３１日行事実績） 

①教育総務課 

   ○１２月６日（金）～１２日（木）町議会第４回定例会 

     １０日・１１日に一般質問が行われました。社会教育関係の質問として、国文祭の準

備状況と改善センター調理室の備品等の整備を充実できないかという質問がありまし

た。また中別府町長の任期が来年１２月までの残り１年ということになり、３人の議員

から２期目への挑戦をという質問がありましたが、町長から残された課題も多いので引

き続きという気持ちはあるという形での表明がありました。 

   ○１２月１１日（水）市町村新任教育委員研修会 

     教育委員にも参加していただきました。印象に残っていること等があれば後ほどお願

いいたします。 

②社会教育課 

   ○１２月８日（日）第２５回青少年健全育成町民大会  

     教育委員にも出席していただきました。最優秀賞の作文の表彰や青少年健全育成に貢

献された方の表彰が行われ、その後小中高校生の作文の最優秀賞者の発表が行われまし

た。良い発表でしたので後ほど海老原委員より感想をお願いします。こすもす保育園長

より事例発表が行われた後に童謡祭が行われ、幼稚園児や保育園児と大人が一緒に童謡

を歌ったり、木脇中の吹奏楽、本庄高校の歌の発表が行われすごく盛り上がりました。 

   ○１２月１５日（日）第２６回法華嶽旗争奪小学生バレーボール大会 



     県内外から男子１６チーム女子２４チーム合計４０チームが集まりアリーナくにと

みや周辺の体育館で開催されました。保護者の人数も数えると７００名を超えるような

一大イベントとなってきています。 

 

教育委員  市町村新任教育委員研修に参加させていただき、一番に思ったのは、教育委員は、

考えていた以上にかなり重い立場だったのだなと感じました。身が引き締まった研修

でした。 

 

教育委員  青少年健全育成町民大会では、３人の方の作文発表を聞かせていただきました。ど

の内容も大人にも伝えられるメッセージだったと感じました。それこそ、「ごめんな

さい」「ありがとう」の言葉で思いやることができることを伝えていきたいという内

容であったり、亡くなったおじいちゃんに伝えることができなかった後悔ということ

で高校生が残りの人生を頑張りたいというような内容でしたが、大人の方にも聞いて

いただきたいすごく素直な発表でした。その後の童謡祭での木脇中学校吹奏楽の演奏

もすごく良かったと思いました。樫の木合唱団の方の戦争の語り部という形で、終戦

の話は聞いたことはありますが、戦争が始まった日という話を初めて聞かせていただ

きましたので、これもすごく良いものでした。高校生の合唱もすごくよかったと思い

ます。すばらしい企画だと思うのでこれからも頑張っていただきたいと思います。 

 

◆議事要旨 

議案第３１号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員

会規則の整備に関する規則について 

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員について関係規則の改正

を行うものです。今回の法改正により制度が変わり、それにより勤務条件が改善されるという

メリットがある反面、服務規程なども常勤職員と同じように厳格に適用されることになります。

教育委員会関係では教育相談員、社会教育指導員等に適用されることになります。 

 【議案資料に基づき説明】 

       

会計年度任用職員という言葉をあちこちで聞かれると思います。今まで非正規雇用やパート

だった方たちも正職員と同じような扱いになります。半年で更新していく任用ではなく、会計

年度（１年間）任用し、有給休暇等の処遇改善も図るし期末手当等も含むということで働き方

がずいぶん変わってきています。これは国の方針ですので法律が変わります。したがって教育

委員会でも変えなくてはいけないという規則改正です。全国的なもの改正です。 

【審議結果のとおり決定】 

 

議案第３２号令和元年度準要保護児童生徒の追加認定について 

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律に基づき、準要保

護児童生徒を令和２年１月１日から認定するものです。 

【別添資料を基に説明、審議】          【審議結果のとおり決定】 



◆その他 

◇行事予定について 各課行事予定表に基づき説明 

◇成人式での対応について 

成人式の式典途中で席を立つ子が居たり、スマホを見ている子も増えてきていて、失礼な成

人が目立ってきていると思うけれども、そういう新成人に対して社会教育課の対応はどのよう

にされているか。 

 

近隣自治体に比べ国富町ではマナーの良い子たちが多いと思っていますが、そういった場合

でも席を立たないように指導することはしていませんが、全体を乱すような場合であれば注意

等促したいと思っています。 

 

                              （閉会午後３時４７分） 

 

 

 

 

 


